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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第74期第２四半期連結累計期間および第

２四半期連結会計期間ともに、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しており

ません。また、第73期については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

回次  
第74期 

第２四半期連結 
累計期間 

第74期 
第２四半期連結 

会計期間 
第73期 

会計期間  

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成20年 
７月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高 （百万円） 53,724 27,458 119,567 

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 484 △346 3,732 

四半期（当期）純利益 

又は純損失（△） 
（百万円） △599 △702 1,277 

純資産額 （百万円） － 117,162 119,336 

総資産額 （百万円） － 151,617 153,989 

１株当たり純資産額 （円） － 1,627.04 1,664.70 

１株当たり四半期（当期）純利

益金額又は純損失金額（△） 
（円） △8.39 △9.83 17.31 

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額 
（円） － － － 

自己資本比率 （％） － 76.7 77.2 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 4,202 － 11,503 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △1,871 － △9,502 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △836 － △4,522 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高 
（百万円） － 13,774 12,177 

従業員数 （人） － 5,836 5,437 



２【事業の内容】 

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

（注）従業員数は就業人員であります。 

(2）提出会社の状況 

（注）従業員数は就業人員であります。 

平成20年９月30日現在

従業員数（人） 5,836   

平成20年９月30日現在

従業員数（人） 913   



第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

当第２四半期連結会計期間における事業区分の生産実績は、次のとおりであります。 

（注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

当第２四半期連結会計期間における事業区分の受注状況は、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

当第２四半期連結会計期間における事業区分の販売実績は、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２【経営上の重要な契約等】 

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

区分 
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

電子機器用（百万円） 19,789 

電力・機器用及び応用機器（百万円） 2,606 

回路製品（百万円） 4,472 

その他（百万円） 310 

合計（百万円） 27,178 

区分 受注高（百万円） 受注残高(百万円)

電子機器用 20,137 12,322 

電力・機器用及び応用機器 3,034 2,474 

回路製品 5,003 2,453 

その他 296 579 

合計 28,472 17,830 

区分 
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

電子機器用（百万円） 20,136 

電力・機器用及び応用機器（百万円） 2,629 

回路製品（百万円） 4,381 

その他（百万円） 310 

合計（百万円） 27,458 



３【財政状態及び経営成績の分析】 

当第２四半期連結会計期間の財政状態および経営成績の分析は、以下のとおりであります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであり

ます。 

(1）業績の状況 

当第２四半期連結会計期間の経済環境は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場における信用不

安が世界中に連鎖的に拡がる中、加えて原油や諸資材等の価格高騰もあって、消費の停滞や設備投資の低迷など、

実態経済への影響も出始め、世界経済の成長が全面的に鈍化するところとなりました。 

当社グループが属するエレクトロニクス市場では、主要電子機器の生産が減産されたことによる輸出の鈍化や、

為替円高、部材価格の高騰などの影響を受け、収益性が大きく損なわれるところとなりました。 

カーエレクトロニクス向けについては、北米での自動車販売の低迷がありましたが、ハイブリッド車を中心とし

た低燃費車種向けの需要は引続き堅調に推移しました。一方、デジタルＡＶ機器やインバータ機器は前期に比べや

や伸び悩むところとなり、携帯電話向け売上は景況の悪化から低価格化機種への転換が進むとの変化が見られまし

た。 

このような状況のなかで、当社グループは、高機能化、デジタル化、環境対応などの顧客ニーズに対応した新製

品の開発・拡販に努める一方で、トータルコストの低減や生産性の向上などの取組みを継続して推進しましたが、

全体としての需要減少や原材料価格の高騰、それに為替変動の影響などの減益要因が業績にインパクトを与える結

果となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は27,458百万円となりました。また、営業損失は526百万円

経常損失は346百万円、四半期純損失は702百万円となりました。 

部門別売上高につきましては、電子機器用はデジタル家電機器向けやインバータ機器向けの需要の伸び悩みによ

り、20,136百万円となりました。 

電力・機器用及び応用機器は、ハイブリッド車および車両用の需要は好調でありましたが、応用機器の需要減少

により2,629百万円となりました。 

回路製品は、機能モジュールは車載用やインバータ機器向け等の需要が堅調に推移しましたが、スイッチング電

源は事務機器およびアミューズメント機器向け売上の伸び悩みにより4,381百万円となりました。 

海外売上高につきましては、アジア市場は情報通信機器向けの受注の伸び悩み、また、欧州市場はＡＶ機器向け

の需要の減少等により、米国市場は景気の減速による自動車向け需要の減少等により連結売上高に占める海外売上

高の割合は60.3％となりました。 

設備投資につきましては、コアビジネスの強化を図るため、合理化、省力化、開発関連投資を中心に2,091百万

円を実施しました。なお、所要資金は全額自己資金により充当しております。 

所在地別業績は、次のとおりであります。 

①日 本 

国内においては、ハイブリッドカー向けを含む自動車向けは比較的堅調に推移しましたが、デジタル家電機器向

け等その他の受注の伸び悩みにより、売上高は12,355百万円となりました。営業損益は、差別化商品・高付加価値

商品の拡販や生産性向上によるコストダウンおよび収益性向上対策を推進しましたが、素材価格の高騰の影響およ

び法人税法の改正に伴う減価償却費の負担が増加したことなどにより775百万円の損失となりました。 

②米 国 

米国地域においては、サブプライムローン問題等の影響による消費の低迷や自動車向け需要の大幅な減少等によ

り、売上高は1,801百万円となりました。営業損益は、販売コストの圧縮に努めましたが、売上高の減少が利益を

圧迫し０百万円の損失となりました。 

③アジア 

アジア地域においては、パソコンや携帯電話など情報通信機器向け受注の伸び悩みにより、売上高は11,697百万

円となりました。営業損益は、販売コストの削減等の効果により36百万円の利益となりました。 

④その他の地域 

その他の地域においては、ＡＶ機器向けの需要の減少等により、売上高は1,604百万円となりました。営業損益

は、在庫圧縮による売上原価の改善や販売コストの削減等の効果により51百万円の利益となりました。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、13,774百万円と

なりました。当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって得られた資金は、1,333百万円の収入となりました。これは主に、減価償却費が3,051百万円と

なった一方、売上債権の増加額が528百万円、たな卸資産の増加額が714百万円となったこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は、1,305百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が

3,200百万円、有価証券・投資有価証券の取得による支出が106百万円となりました一方、有価証券・投資有価証券

の売却及び償還による収入が2,000百万円となったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用した資金は、12百万円の支出となりました。 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

株式会社の支配に関する基本方針について 

当社は、平成18年５月31日開催の取締役会において、株主価値向上の観点から、「当社株式の大量買付けに関す

る適正ルール（買収防衛策）」の導入につき決議し、同日付で公表いたしました。 

当社は、当社に対し買収提案が行われた場合に、これを受け入れるか否かの最終的な判断は、その時点における

当社株主の皆様に委ねられるべきであり、またその場合に株主の皆様が、十分な情報と相当な検討期間に基づき、

公正で透明性の高い株主意思の確認手続きを通じた判断（インフォームド・ジャッジメント）を行えるようにする

ことが、企業価値および株主共同の利益の確保と向上のため必要であると考えております。 

そこで、「当社株式の大量買付けに関する適正ルール（買収防衛策）」として、①当社の株券等を15％以上取得

しようとする者（買収提案者）に対し、事前に一定の必要情報を当社取締役会に提出することを要請し、②買収提

案者の提案が当社の企業価値および株主共同の利益に資するか否かを取締役会において検討する検討期間を設定し

③上記検討期間を経た上で、行使条件につき差別条項を設けた新株予約権を発行することの可否につき、株主の皆

様の意思を確認するための手続きを行うことを内容とするルールを策定いたしました。 

株主意思の確認手続きの結果、株主の皆様が当該新株予約権の発行につき賛同された場合、またはこのルールが

遵守されない場合であって、当社の株券等を15％以上保有する者が出現し、もしくはそのような者が出現する可能

性のある公開買付けが開始されたときには、株主価値向上の観点から、当社株式の大量買付けに対する対抗措置と

して、取締役会の決議により新株予約権が発行されることになります。 

(4）研究開発活動 

当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は1,036百万円であります。 

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 



第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却

等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。 

（２）【新株予約権等の状況】 

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成16年６月29日定時株主総会決議 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 137,000,000 

計 137,000,000 

種類 
第２四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
（平成20年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年11月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 78,000,000 78,000,000 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

名古屋証券取引所 

各市場第一部 

－ 

計 78,000,000 78,000,000 － － 

 
第２四半期会計期間末現在 
（平成20年９月30日） 

新株予約権の数（個） 3,625 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 362,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,514 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月１日 

至 平成21年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1,514 

資本組入額   757 

新株予約権の行使の条件 １．新株予約権一部行使はできないものとする。（新株予
約権１個を最低行使単位とする） 

２．新株予約権の質入、その他の処分および相続は認めな
い。 

３．その他の権利行使の条件については、総会決議および
取締役会決議に基づき、当社と当該対象者との間で締
結した契約に定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 



（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の

目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使さ

れていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

また、当社が合併または株式分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲に目的となる株式の数を調整す

る。 

２．新株予約権行使に際して払込みをなすべき１株当たりの金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金

額（１円未満の金額は切り上げる）とする。 

ただし、当該払込価額が新株予約権発行の日の東京証券取引所における当社普通株式の終値（取引が成立し

ない場合はその前日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。 

なお、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使の場合は含まない）が行わ

れる場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行

い完全に親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込価額の調整を

行うことができるものとする。 

３．当社は、新株予約権の割当てを受けた者が「新株予約権の行使の条件」により行使できなくなった場合、お

よびその他当社が必要と認めるときは、無償で消却することができる。 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割（または併合）の比率 

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行による増加株式数×１株当たり払込金額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 
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（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の

目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使さ

れていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

また、当社が合併または株式分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲に目的となる株式の数を調整す

る。 

２．新株予約権行使に際して払込みをなすべき１株当たりの金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金

額（１円未満の金額は切り上げる）とする。 

ただし、当該払込価額が新株予約権発行の日の東京証券取引所における当社普通株式の終値（取引が成立し

ない場合はその前日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。 

なお、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使の場合は含まない）が行わ

れる場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行

い完全に親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込価額の調整を

行うことができるものとする。 

３．当社は、新株予約権の割当てを受けた者が「新株予約権の行使の条件」により行使できなくなった場合、お

よびその他当社が必要と認めるときは、無償で消却することができる。 

 
第２四半期会計期間末現在 
（平成20年９月30日） 

新株予約権の数（個） 4,568 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 456,800 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,574 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年７月１日 

至 平成22年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1,574 

資本組入額   787 

新株予約権の行使の条件 １．新株予約権一部行使はできないものとする。（新株予
約権１個を最低行使単位とする） 

２．新株予約権の質入、その他の処分および相続は認めな
い。 

３．その他の権利行使の条件については、総会決議および
取締役会決議に基づき、当社と当該対象者との間で締
結した契約に定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割（または併合）の比率 

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行による増加株式数×１株当たり払込金額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成18年６月29日定時株主総会決議 

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は新

株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、

調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

また、当社が合併または株式分割を行う場合等、目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、合併または株式分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で株式の数を調整する。 

２．新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株当たりの行使時の

払込価額に上表の「株式の数（株）」に定める新株予約権１個の目的である株式数を乗じた金額とする。 

払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所

における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の金額は切り上げる）とする。 

ただし、当該払込価額が新株予約権発行の日の東京証券取引所における当社普通株式の終値（取引が成立し

ない場合はその前日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。 

なお、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使の場合は含まない）が行わ

れる場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、払込価額の変更をすることが適切な

場合は、当社は払込価額の調整を行うことができるものとする。 

３．新株予約権の割当てを受けた者が「新株予約権の行使の条件」により行使できなくなった場合、およびその

他当社が必要と認めるときは、無償で取得することができる。 

 
第２四半期会計期間末現在 
（平成20年９月30日） 

新株予約権の数（個） 5,290 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 529,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,485 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年７月１日 

至 平成23年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1,485 

資本組入額   854 

新株予約権の行使の条件 １．新株予約権一部行使はできないものとする。（新株予
約権１個を最低行使単位とする） 

２．新株予約権の質入、その他の処分および相続は認めな
い。 

３．その他の権利行使の条件については、総会決議および
取締役会決議に基づき、当社と当該対象者との間で締
結した契約に定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割（または併合）の比率 

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行による増加株式数×１株当たり払込金額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



（３）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（５）【大株主の状況】 

（注）１．株式会社みずほコーポレート銀行およびその関連会社から、平成19年１月22日付の大量保有報告書の写しの送

付があり、平成19年１月15日現在で4,226千株保有している旨、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー

プから、平成20年７月22日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成20年７月14日現在で4,074千株保有

している旨、サード・アベニュー・マネージメント・エルエルシーから、平成20年５月７日付の大量保有報告

書の写しの送付があり、平成20年４月30日現在で3,362千株をそれぞれ保有している旨の報告を受けておりま

すが、いずれも当社として、実質所有株式数の確認ができないため、平成20年９月末日現在の株主名簿に基づ

き記載しております。 

２．上表の日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は3,995

千株であります。それらの内訳は、年金信託組入分330千株、投資信託組入分3,664千株となっております。日

本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は2,223千

株であります。それらの内訳は、年金信託組入分669千株、投資信託組入分1,553千株となっております。 

３．上記には含まれておりませんが、当社は自己株式6,556千株を所有しております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額(百万円) 

資本準備金残
高（百万円） 

平成20年７月１日～ 

平成20年９月30日 
－ 78,000,000 － 14,286 － 17,065 

（平成20年９月30日現在）

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11－３ 4,350 5.6 

株式会社京都銀行 
京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700

番地 
3,670 4.7 

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 

日本生命証券管理部内 
3,560 4.6 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－11 3,092 4.0 

株式会社みずほコーポレート銀

行 
東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 3,090 4.0 

ダンスケ バンク クライアン

ツ ホールディングス 

(常任代理人 香港上海銀行東京

支店) 

HOLMENS KANAL ２－12, 

 1092 COPENHAGEN K DENMARK 

(東京都中央区日本橋３丁目11－１) 

2,916 3.7 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 2,512 3.2 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 2,200 2.8 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口４Ｇ） 
東京都中央区晴海１丁目８－11 1,990 2.6 

平井信子 京都市中京区 1,915 2.5 

計   29,297 37.6 



（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部によっております。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

役職の異動 

  （平成20年９月30日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 6,556,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 71,368,600 713,686 － 

単元未満株式 普通株式 75,400 － － 

発行済株式総数 78,000,000 － － 

総株主の議決権 － 713,686 － 

（平成20年９月30日現在）

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

ニチコン株式会社 

京都市中京区烏丸

通御池上る二条殿

町551番地 

6,556,000 － 6,556,000 8.41 

計 － 6,556,000 － 6,556,000 8.41 

月別 
平成20年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 865 1,010 992 909 936 890 

最低（円） 775 795 857 800 779 702 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 
執行役員常務管理本部長
兼管理本部経理部長 

取締役
執行役員管理本部長
兼管理本部経理部長 

近野  斉 平成20年７月１日

取締役 執行役員営業本部長 取締役
執行役員営業本部 
副本部長 

井上 信夫 平成20年11月５日

取締役 
執行役員アルミ電解コン
デンサ事業部長 

取締役
執行役員アルミ電解コン
デンサ事業部副事業部長 

森永 芳孝 平成20年７月１日

取締役 執行役員生産本部長 取締役
執行役員アルミ電解コン
デンサ事業部長 

森永 芳孝 平成20年11月５日

取締役 執行役員（人事部付） 取締役
執行役員タンタル電解コ
ンデンサ事業部長 

鵜沢 一夫 平成20年11月５日



第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第

７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 



１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,874 12,177

受取手形及び売掛金 29,337 29,593

有価証券 7,212 7,110

商品及び製品 9,792 10,149

仕掛品 6,738 5,178

原材料及び貯蔵品 4,825 4,818

その他 2,474 3,017

貸倒引当金 △120 △122

流動資産合計 74,136 71,922

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※  16,327 ※  15,099

機械装置及び運搬具（純額） ※  23,475 ※  23,002

その他（純額） ※  7,432 ※  8,706

有形固定資産合計 47,235 46,808

無形固定資産 247 229

投資その他の資産   

投資有価証券 26,630 31,725

その他 3,622 3,580

貸倒引当金 △255 △277

投資その他の資産合計 29,997 35,028

固定資産合計 77,481 82,066

資産合計 151,617 153,989

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,462 18,392

未払法人税等 642 765

賞与引当金 1,162 1,387

その他の引当金 － 35

その他 9,620 8,834

流動負債合計 29,887 29,414

固定負債   

退職給付引当金 3,780 3,794

その他 786 1,444

固定負債合計 4,566 5,238

負債合計 34,454 34,652



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,286 14,286

資本剰余金 17,070 17,070

利益剰余金 92,455 93,674

自己株式 △8,114 △8,113

株主資本合計 115,697 116,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,591 2,576

繰延ヘッジ損益 151 40

為替換算調整勘定 △1,198 △600

評価・換算差額等合計 544 2,017

新株予約権 113 100

少数株主持分 806 300

純資産合計 117,162 119,336

負債純資産合計 151,617 153,989



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 53,724

売上原価 48,367

売上総利益 5,356

販売費及び一般管理費 ※  6,265

営業損失（△） △908

営業外収益  

受取利息 193

受取配当金 154

持分法による投資利益 39

為替差益 923

その他 148

営業外収益合計 1,457

営業外費用  

支払利息 4

その他 61

営業外費用合計 65

経常利益 484

特別利益  

投資有価証券売却益 106

その他 39

特別利益合計 146

特別損失  

固定資産処分損 28

たな卸資産評価損 294

投資有価証券評価損 161

その他 81

特別損失合計 565

税金等調整前四半期純利益 65

法人税、住民税及び事業税 467

法人税等調整額 120

法人税等合計 587

少数株主利益 77

四半期純損失（△） △599



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 27,458

売上原価 24,872

売上総利益 2,586

販売費及び一般管理費 ※  3,112

営業損失（△） △526

営業外収益  

受取利息 82

受取配当金 28

持分法による投資利益 22

その他 83

営業外収益合計 217

営業外費用  

支払利息 2

その他 35

営業外費用合計 37

経常損失（△） △346

特別利益  

その他 27

特別利益合計 27

特別損失  

投資有価証券評価損 161

その他 19

特別損失合計 181

税金等調整前四半期純損失（△） △500

法人税、住民税及び事業税 △105

法人税等調整額 267

法人税等合計 161

少数株主利益 40

四半期純損失（△） △702



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 65

減価償却費 5,732

有形固定資産処分損益（△は益） 28

退職給付引当金の増減額（△は減少） △65

受取利息及び受取配当金 △347

支払利息 4

売上債権の増減額（△は増加） 425

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,175

仕入債務の増減額（△は減少） △110

その他 △997

小計 3,558

利息及び配当金の受取額 347

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △587

法人税等の還付額 888

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,202

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △1,198

有価証券の売却及び償還による収入 5,502

有形固定資産の取得による支出 △5,016

投資有価証券の取得による支出 △1,331

投資有価証券の売却による収入 243

長期貸付けによる支出 △80

長期貸付金の回収による収入 68

その他 △58

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,871

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △750

少数株主への配当金の支払額 △72

その他 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △836

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,438

現金及び現金同等物の期首残高 12,177

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 159

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  13,774



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事

項の変更 

（1）連結の範囲の変更 

第１四半期連結会計期間より、日本リ

ニアックス株式会社は重要性が増したた

め、連結の範囲に含めております。ま

た、当第２四半期連結会計期間より、ニ

チコン エレクトロニクス トレーディ

ング（深圳）カンパニー リミテッドを

新たに設立したため連結の範囲に含め、

ニチコン滋賀株式会社は、ニチコンタン

タル株式会社（連結子会社）を存続会社

とする吸収合併により解散したため連結

の範囲から除外しております。 

（2）変更後の連結子会社の数 

21社 

２．会計処理基準に関する

事項の変更 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として総平均法に

よる原価法によっておりましたが、第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、主として総平均法による原

価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期

間の営業損益および経常損益は80百万円

増加、税金等調整前四半期純損益は213

百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

  （2）「連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱い」の

適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結

財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用

し、連結決算上必要な修正を行っており

ます。 

これによる当第２四半期連結累計期間

の営業損益、経常損益および税金等調整

前四半期純損益に与える影響は軽微であ

ります。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

 



【簡便な会計処理】 

該当事項はありません。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

該当事項はありません。 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

２．会計処理基準に関する

事項の変更 

（3）リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりまし

たが、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））および「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度

に係る四半期連結財務諸表から適用する

ことができることになったことに伴い、

第１四半期連結会計期間からこれらの会

計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。なお、リ

ース取引開始日がリース会計基準適用初

年度開始前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、引き続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理を適用しております。また、所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

これによる当第２四半期連結累計期間

の営業損益、経常損益および税金等調整

前四半期純損益に与える影響は軽微であ

ります。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 



【追加情報】 

【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社および国内連結子会社は平成20年度の法人税法改

正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、第１四半

期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更してお

ります。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当

第２四半期連結累計期間の営業損益、経常損益及び税金

等調整前四半期純損益は、556百万円それぞれ減少して

おります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

＊ 有形固定資産減価償却累計額    140,112百万円 ＊ 有形固定資産減価償却累計額    137,806百万円 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

＊ 販売費及び一般管理費の内、主要なものは次のとおり

であります。 

１．運送費 1,314百万円

２．広告宣伝費 81 

３．給料手当及び賞与 1,654 

４．退職給付費用 107 

５．賞与引当金繰入額 278 

６．減価償却費 119 

７．研究開発費 745 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

＊ 販売費及び一般管理費の内、主要なものは次のとおり

であります。 

１．運送費 653百万円

２．広告宣伝費 32 

３．給料手当及び賞与 714 

４．退職給付費用 55 

５．賞与引当金繰入額 227 

６．減価償却費 63 

７．研究開発費 392 



（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（株主資本等関係） 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

普通株式    78,000,000株 

２．自己株式の種類及び株式数 

普通株式     6,556,020株 

３．新株予約権等に関する事項 

ストック・オプションとしての新株予約権 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高  113百万円 

４．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期

間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当社および連結子会社は、コンデンサおよびその関連製品の製造ならびに販売を主な事業としております

が、全セグメントの売上高の合計および営業損益の金額の合計額に占める当事業の割合がいずれも90％を超え

ているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

＊ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年９月30日現在） 

  （百万円）

現金及び預金 13,874 

預入期間が３か月を超える定期預金 △100 

現金及び現金同等物 13,774 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 750 10.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年11月５日 

取締役会 
普通株式 750 10.5 平成20年９月30日 平成20年12月８日 利益剰余金 



【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…シンガポール、マレーシア、台湾、中国 

(2）その他…オーストリア 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（1）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の

営業損益が、アジアで83百万円増加し、日本で１百万円、米国およびその他でそれぞれ０百万円減少して

おります。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（2）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これによる当第２四半期連結累計期間のセグ

メント情報に与える影響は軽微であります。 

（リース取引に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（3）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を早期適用しております。これによる当第２四半期連結累計期間のセグメント情報に与

える影響は軽微であります。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社および国内連結子会社は法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数

を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の

営業損益が、日本で556百万円減少しております。 

 
日本 

（百万円） 
米国 

（百万円）
アジア 

（百万円）
その他 

（百万円）
計 

（百万円） 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
（百万円）

売上高              

(1）外部顧客に対する売

上高 
12,355 1,801 11,697 1,604 27,458 － 27,458 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
9,359 1 1,050 0 10,412 (10,412) － 

計 21,715 1,802 12,747 1,605 37,870 (10,412) 27,458 

営業利益（又は営業損失） (775) (0) 36 51 (687) 160 (526)

 
日本 

（百万円） 
米国 

（百万円）
アジア 

（百万円）
その他 

（百万円）
計 

（百万円） 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
（百万円）

売上高              

(1）外部顧客に対する売

上高 
25,030 3,606 21,945 3,141 53,724 － 53,724 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
18,935 1 1,881 5 20,825 (20,825) － 

計 43,965 3,608 23,827 3,147 74,549 (20,825) 53,724 

営業利益（又は営業損失） (1,440) (8) 15 322 (1,110) 202 (908)



【海外売上高】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の主たる内訳は、次のとおりであります。 

(1）米州……アメリカ、ブラジル、メキシコ 

(2）アジア…台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、中国 

(3）その他…オーストリア、イギリス、フランス、 

３．海外売上高は、当社の輸出高ならびに日本以外に所在する連結子会社の売上高の合計額（ただし、連結子会

社間の内部売上高を除く）であります。 

（有価証券関係） 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日） 

満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営におい

て重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当第２四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について161百万円減損処理を行っ

ております。なお、減損処理にあたっては、当第２四半期連結会計期間末における時価が取得原価に比べ

50％以上下落した場合には全て減損処理を行っております。 

  米州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,803 13,046 1,709 16,559 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       27,458 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
6.6 47.5 6.2 60.3 

  米州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,611 24,499 3,405 31,516 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       53,724 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
6.7 45.6 6.4 58.7 

種類 
四半期連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）地方債等 2,701 2,696 △4 

(2）社債 16,245 16,197 △47 

合計 18,946 18,894 △52 

種類 取得原価（百万円） 
四半期連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 8,763 11,498 2,735 

合計 8,763 11,498 2,735 



（デリバティブ取引関係） 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日） 

対象物の種類が通貨及び金利であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなって

おり、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。 

（ストック・オプション等関係） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における利益計上額及び科目名 

当第２四半期連結会計期間に与える影響額が軽微であるため記載を省略しております。 

２．当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

通貨 為替予約取引 6,558 6,298 254 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,627.04 円 １株当たり純資産額 1,664.70 円

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 △8.39 円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 △9.83 円

 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

四半期純損失（百万円） △599 △702 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る四半期純損失（百万円） △599 △702 

期中平均株式数（千株） 71,444 71,444 



（重要な後発事象） 

（リース取引関係） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項等の変更」２．会計処理基準に関する事項の変更（3）に記載のとおりであります。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりますが、リース取引残高が前連結

会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 

２【その他】 

平成20年11月５日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）中間配当による配当金の総額……………………750百万円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………10円50銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成20年12月８日 

（注）平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当社は、当第２四半期連結会計期間後において、富士通

メディアデバイス株式会社が保有するキャパシタ事業を譲

り受けることで基本合意に達しました。 

（1）目的 

ますます裾野の広がりを見せているマルチメディア

の進展とともに、デジタル機器に使用される電子部品

は、小形化、高機能化、高信頼性や高周波対応が強く

求められています。当社は、本譲り受けにより相互補

完関係にある企業との相乗効果を追求するとともに、

導電性高分子アルミ固体電解コンデンサの生産能力と

マーケットシェアを大幅に拡大し、益々発展が期待さ

れる中華圏マーケットを中心に全世界の顧客ニーズに

迅速に応え、顧客満足度のさらなる向上を目指すこと

により、売上高および収益性の拡大を図ることを目的

としております。 

（2）譲り受ける相手会社の名称 

富士通メディアデバイス株式会社 

（3）譲り受ける事業の内容 

キャパシタ（導電性高分子アルミ固体電解コンデン

サ）の開発・製造・販売 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年11月10日

 ニ チ コ ン 株 式 会 社 

  取 締 役 会   御 中 

監査法人トーマツ 

指 定 社 員
業務執行社員   公認会計士 石黒  訓  印 

指 定 社 員
業務執行社員   公認会計士 髙橋 一浩  印 

指 定 社 員
業務執行社員   公認会計士 松尾 雅芳  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているニチコン株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ニチコン株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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